
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
運
営
規
程
新
旧
対
照
表 

 
○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
運
営
規
程
（
平
成
十
三
年
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号
） 

（
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 
 
 
 

正 
 
 

 
 

 

案 

改 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 

前 

 

（
指
名
の
欠
格
） 

（
指
名
の
欠
格
） 

第
三
条 

委
員
会
は
、
委
員
又
は
特
別
委
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
そ
の
他
事
件
の
当
事
者

と
特
別
な
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
事
業
法
」

と
い
う
。
）
第
百
五
十
四
条
第
三
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
二
項

、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
三
第
二
項
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三

十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
三
項
並
び
に
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百
四
十

二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
委
員
又
は
事
業
法
第
百
五
十
五
条

第
二
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
四

項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
三
第
四
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
五
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
仲
裁
委
員
に
指
名
し
な
い
。 

一 

委
員
若
し
く
は
特
別
委
員
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
が
事
件
の
当
事
者
、
当
事
者

の
子
会
社
、
当
事
者
を
子
会
社
と
す
る
親
会
社
又
は
当
該
親
会
社
の
子
会
社
（
当
事
者
を
除
く
。
）
の
役
員

で
あ
る
と
き
。 

二 

委
員
又
は
特
別
委
員
が
事
件
の
当
事
者
、
当
事
者
の
子
会
社
、
当
事
者
を
子
会
社
と
す
る
親
会
社
又
は
当

該
親
会
社
の
子
会
社
（
当
事
者
を
除
く
。
）
の
役
員
の
四
親
等
内
の
血
族
、
三
親
等
内
の
姻
族
若
し
く
は
同

居
の
親
族
で
あ
る
と
き
。 

三 

委
員
又
は
特
別
委
員
が
事
件
に
つ
い
て
当
事
者
の
代
理
人
又
は
補
佐
人
で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
っ
た
と
き

。 

第
三
条 

委
員
会
は
、
委
員
又
は
特
別
委
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
そ
の
他
事
件
の
当
事
者

と
特
別
な
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「 

 

法
」

と
い
う
。
）
第
百
五
十
四
条
第
三
項
（ 

 

法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
二
項

及
び
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三

十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
三
項
並
び
に
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百
四
十

二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
委
員
又
は 

 

法
第
百
五
十
五
条

第
二
項
（ 

 

法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
及
び
百
五
十
七
条
の
二
第
四

項 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
五
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
仲
裁
委
員
に
指
名
し
な
い
。 

一 

委
員
若
し
く
は
特
別
委
員
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
が
事
件
の
当
事
者
、
当
事
者

の
子
会
社
、
当
事
者
を
子
会
社
と
す
る
親
会
社
又
は
当
該
親
会
社
の
子
会
社
（
当
事
者
を
除
く
。
）
の
役
員

で
あ
る
と
き
。 

二 

委
員
又
は
特
別
委
員
が
事
件
の
当
事
者
、
当
事
者
の
子
会
社
、
当
事
者
を
子
会
社
と
す
る
親
会
社
又
は
当

該
親
会
社
の
子
会
社
（
当
事
者
を
除
く
。
）
の
役
員
の
四
親
等
内
の
血
族
、
三
親
等
内
の
姻
族
若
し
く
は
同

居
の
親
族
で
あ
る
と
き
。 

三 

委
員
又
は
特
別
委
員
が
事
件
に
つ
い
て
当
事
者
の
代
理
人
又
は
補
佐
人
で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
っ
た
と
き

。 

［
２
・
３ 

略
］ 

［
２
・
３ 

略
］ 

（
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
） 

（
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
） 

第
四
条 

委
員
会
は
、
事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五

十
七
条
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
三
第
二
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の

三
十
八
第
三
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
理
由
を
附
し
て
通
知
す
る
。
当
事
者

間
に
合
意
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
お
い
て
あ
っ
せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
四
条 

委
員
会
は
、 

 

法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
（ 

 

法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五

十
七
条
第
二
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、
電
波
法
第
二
十
七
条
の

三
十
八
第
三
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
理
由
を
附
し
て
通
知
す
る
。
当
事
者

間
に
合
意
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
お
い
て
あ
っ
せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
委
員
等
に
関
す
る
事
実
の
開
示
） 

（
委
員
等
に
関
す
る
事
実
の
開
示
） 

資料 ２６１－２ 



第
四
条
の
四 

委
員
会
は
、
仲
裁
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
（
事
業

法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
四
項
並
び
に
第
百

五
十
七
条
の
三
第
四
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
五
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
当
該
事
件
に
関
し

公
正
性
又
は
独
立
性
に
疑
い
を
生
じ
さ
せ
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
当
事
者
に
対
し
て
開
示
す
る

。 

第
四
条
の
四 

委
員
会
は
、
仲
裁
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、 

 

法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
（ 

 

法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
第
四
項 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
五
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
当
該
事
件
に
関
し

公
正
性
又
は
独
立
性
に
疑
い
を
生
じ
さ
せ
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
当
事
者
に
対
し
て
開
示
す
る

。 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

 

（
仲
裁
判
断
） 

第
八
条 

仲
裁
判
断
に
は
、
次 

 
 

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
仲
裁
委
員
が
こ
れ
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
こ
れ
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
旨
を
特

に
合
意
し
て
い
る
場
合
及
び
次
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

当
事
者
の
氏
名
（
当
事
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所 

 

二 

代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所 

 

三 

主
文 

 

四 

事
実 

 

五 

理
由 

 

六 

仲
裁
判
断
の
年
月
日
及
び
仲
裁
地 

 

（
仲
裁
判
断
） 

第
八
条 

仲
裁
判
断
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
仲
裁
委
員
が
こ
れ
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
こ
れ
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
旨
を
特

に
合
意
し
て
い
る
場
合
及
び
次
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

当
事
者
の
氏
名
（
当
事
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所 

 

二 

代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所 

 

三 

主
文 

 

四 

事
実 

 

五 

理
由 

 

六 

仲
裁
判
断
の
年
月
日
及
び
仲
裁
地 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

（
諮
問
を
要
し
な
い
事
項
） 

第
九
条 

事
業
法
第
百
六
十
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
委
員
会
へ
の
諮
問
を
要
し
な
い
事
項
は
、
委
員
長
が
軽
微

な
事
項
と
し
て
個
別
に
認
定
し
た
も
の
と
す
る
。 

 

（
諮
問
を
要
し
な
い
事
項
） 

第
九
条 

 
 

法
第
百
六
十
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
委
員
会
へ
の
諮
問
を
要
し
な
い
事
項
は
、
委
員
長
が
軽
微

な
事
項
と
し
て
個
別
に
認
定
し
た
も
の
と
す
る
。 

（
聴
聞
の
主
宰
者
の
推
薦
） 

第
十
二
条 

事
業
法
第
百
六
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
聴
聞
の
主
宰
者
は
、
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
か
ら
、
委

員
長
の
指
名
に
よ
り
推
薦
す
る
。 

 

（
聴
聞
の
主
宰
者
の
推
薦
） 

第
十
二
条 

 
 

法
第
百
六
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
聴
聞
の
主
宰
者
は
、
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
か
ら
、
委

員
長
の
指
名
に
よ
り
推
薦
す
る
。 

（
議
事
録
） 

第
十
四
条 

委
員
会
は
、
開
催
し
た
会
議
に
つ
い
て
議
事
録
を
作
成
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
文
書
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
、
会
議
の
議
事
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
開
催
の
場
所
並
び
に

第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
す
る
。 

 

一 

開
催
の
年
月
日
及
び
場
所 

 

二 

開
会
及
び
閉
会
の
時
刻 

 

三 

出
席
し
た
委
員
及
び
特
別
委
員
の
氏
名 

 

四 

出
席
し
た
利
害
関
係
者
及
び
そ
の
他
の
参
考
人
の
氏
名 

 

（
議
事
録
） 

第
十
四
条 

委
員
会
は
、
開
催
し
た
会
議
に
つ
い
て
議
事
録
を
作
成
し
、
次
の 

 
 

事
項
（
文
書
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
、
会
議
の
議
事
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
開
催
の
場
所
並
び
に

第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
す
る
。 

 

一 
開
催
の
年
月
日
及
び
場
所 

 

二 

開
会
及
び
閉
会
の
時
刻 

 

三 

出
席
し
た
委
員
及
び
特
別
委
員
の
氏
名 

 

四 

出
席
し
た
利
害
関
係
者
及
び
そ
の
他
の
参
考
人
の
氏
名 



 

五 

出
席
し
た
関
係
職
員
の
所
属
及
び
氏
名 

 

六 

議
題 

 
七 

調
査
審
議
の
内
容 

 

八 
議
決
事
項 

 

九 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 

五 

出
席
し
た
関
係
職
員
の
所
属
及
び
氏
名 

 

六 

議
題 

 

七 

調
査
審
議
の
内
容 

 

八 

議
決
事
項 

 

九 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

（
あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
に
係
る
資
料
の
非
公
開
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

 

（
あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
に
係
る
資
料
の
非
公
開
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
は
、
あ
っ
せ
ん
若
し
く
は
仲
裁
の
当
事
者
が
そ
の
公
開
を
承
諾
す
る

場
合
又
は
そ
の
公
開
が
委
員
会
の
運
営
若
し
く
は
紛
争
の
公
正
か
つ
円
滑
な
解
決
の
妨
げ
に
な
る
も
の
で
は
な

く
、
当
事
者
の
事
業
運
営
に
支
障
を
も
た
ら
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
委
員
会
が
公
開
を
適
当
と
認
め
る
場
合
に

は
、
同
項
の
資
料
を
委
員
会
の
事
務
局
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず 

、
委
員
会
は
、
あ
っ
せ
ん
又
は 

 

仲
裁
の
当
事
者
が
そ
の
公
開
を
承
諾
す
る

場
合
又
は
そ
の
公
開
が
委
員
会
の
運
営
又
は 

 

紛
争
の
公
正
か
つ
円
滑
な
解
決
の
妨
げ
に
な
る
も
の
で
は
な

く
、
当
事
者
の
事
業
運
営
に
支
障
を
も
た
ら
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
委
員
会
が
公
開
を
適
当
と
認
め
る
場
合
に

は
、
前
項
の
資
料
を
委
員
会
の
事
務
局
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
手
続
に
関
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
の
公
表
） 

第
二
十
条 

委
員
会
は
、
あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
に
関
し
て
あ
っ
せ
ん
委
員
、
仲
裁
委
員
又
は
委
員
会
の
事

務
局
が
知
る
こ
と
が
で
き
た
次
に
掲
げ
る
事
実
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
申
請
の
受
理
の
年
月
日 

 

二 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
の
終
結
の
年
月
日
（
手
続
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
手
続
を
行
わ
な
い
こ
と

が
確
定
し
た
年
月
日
） 

 

三 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
に
関
す
る
主
な
経
過
、
当
事
者
の
氏
名
（
当
事
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
名
称
）
、
当
事
者
の
主
な
主
張
及
び
結
果
の
概
要 

 

（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
手
続
に
関
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
の
公
表
） 

第
二
十
条 

委
員
会
は
、
あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
に
関
し
て
あ
っ
せ
ん
委
員
、
仲
裁
委
員
又
は
委
員
会
の
事

務
局
が
知
る
こ
と
が
で
き
た
次
の 

 
 

事
実
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
申
請
の
受
理
の
年
月
日 

 

二 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
の
終
結
の
年
月
日
（
手
続
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
手
続
を
行
わ
な
い
こ
と

が
確
定
し
た
年
月
日
） 

 

三 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
に
関
す
る
主
な
経
過
、
当
事
者
の
氏
名
（
当
事
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
名
称
）
、
当
事
者
の
主
な
主
張
及
び
結
果
の
概
要 

２ 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
実
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
当
事
者
が
そ
の
公
表
を
承
諾
す
る
場
合 

 

二 

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
公
表
が
委
員
会
の
運
営
又
は
紛
争
の
公
正
か
つ
円
滑
な
解
決
の
妨

げ
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
事
業
運
営
に
支
障
を
も
た
ら
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
委
員
会
が
公
表

を
適
当
と
認
め
る
場
合 

２ 

前
項
第
三
号
の
事
実 

 
 

の
公
表
は
、
次
の 

 
 

場
合
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
当
事
者
が
そ
の
公
表
を
承
諾
す
る
場
合 

 

二 

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
他 

、
そ
の
公
表
が
委
員
会
の
運
営
又
は
紛
争
の
公
正
か
つ
円
滑
な
解
決
の
妨

げ
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
事
業
運
営
に
支
障
を
も
た
ら
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
委
員
会
が
公
表

を
適
当
と
認
め
る
場
合 

３ 

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
実
の
公
表
は
、
事
件
の
性
質
を
勘
案
し
、
処
理
の
終
結
の
後
の
適
当
な
時
点
に

行
う
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
第
三
号
の
事
実 

 
 

の
公
表
は
、
事
件
の
性
質
を
勘
案
し
、
処
理
の
終
結
の
後
の
適
当
な
時
点
に

行
う
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

附 

則 

こ
の
決
定
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 


